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自動車損害賠償責任保険と自動車事故対策事業

自動車事故対策事業は自動車損害賠償責任保険と相まって、自賠責制度の充実・強化、交通安全の実現及び
被害者救済対策に資するため、昭和42年より実施。
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自賠責保険・共済

被害者救済対策 事故発生防止対策

損害賠償を
保障

保険・共済では
カバーしきれない
分野の救済

交通安全の実現

自賠責制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達を推進
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１．被害者救済対策の方向性



被害者救済対策の基本的な考え方

被害者救済対策は自賠責制度では救済しきれない事故直後等における相談支援、交通遺児支援、後遺障害の
治療・リハビリの機会確保、在宅での介護負担の軽減、介護者なき後対策に資する施策を実施。
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自賠責保険

治療費

休業損害

逸失利益

慰謝料

自動車事故対策事業（被害者救済対策）

介護料の支給等

弁護士による無料相談

療護施設の設置・運営 交通遺児への資金援助

短期入院・入所
の利用促進

社会復帰等の促進

リハビリの機会確保

介護者なき後対策
事故被害者・遺族の

精神的支援

クルマ社会の光と影

○ 我が国は世界でも有数の「クルマ社会」であり、自動車なしの国民生活は成り立たない。一方で、交通事故により、
令和2年度において30万件超の交通事故が発生し、死者数は2,839人、重傷者数は27,774人にのぼる。

○ 誰もがその当事者になり得る交通事故という“脅威”に備えるため、疾病・ケガ（医療保険）、労働災害（労災保険）などと
同様の「セーフティネット」として自賠責制度を構築するとともに、自賠責制度では救済しきれない場合の対策が必要。

一般的な医療・福祉制度 労災保険等による救済



今後の被害者救済対策の必要性

被害者救済対策の対象となる自動車事故被害者は交通事故の減少に伴い、新たに生じる自動車事故被害者数
の減少は見込まれるものの、過去、自動車事故の被害に遭った者は今後も長期に渡って存在。
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NASVA介護料受給資格者数の推移見込 NASVA介護料受給資格者の年齢別内訳

長期に渡る被害者救済が必要

○ これまでに自動車事故被害に遭われた方の累計であるNASVA介護料受給資格者数は今後も微増傾向が続く見込み。

○ さらにその内訳は４０代以下の者が約60%を占めており、今後数十年に渡り支援を必要とされる方が多数存在。

10歳未満 10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代 80代以上

４０代以下 ６０％弱

※介護料受給者4,715人（令和3年8月末現在）



今後必要となることが見込まれる被害者救済対策

今後の被害者対策については、医療、福祉、保険、法律の専門家や被害者団体、遺族団体の方々とともに「今後
の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会」を開催し、その方向性を令和３年７月にとりまとめ

療護施設の充実

サービスの向上（リハビリ対応の強化）

療護センターの老朽化対策

リハビリの機会確保

脊髄損傷者向け中長期リハビリ

協力病院の機能強化（重点支援病院制度の創設）

高次脳機能障害の社会復帰支援

介護者なき後対策の強化

グループホーム等の新設等支援

人手不足対策の強化

自治体等とのつながり強化

事故直後の支援等

情報提供の充実

精神的支援

技術革新に応じた施策の展開

社会情勢の変化に対応した対策の充実・強化が必要

○ 社会情勢の変化はこれまでにないスピードで変化し、医療・福祉行政を巡る制度変更もこれに合わせて変化

○ 自動車事故被害者を巡る状況の変化をしっかりと捉まえ、求められている施策の充実・強化に取り組むことが必要
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２．事故発生防止対策の方向性



自動車事故対策事業における交通事故の防止・被害軽減の必要性

自動車ユーザーは誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る。交通事故の発生を防止するとともに、
事故時の被害の軽減を図り、全ての自動車ユーザーが安全・安心に運転できる「クルマ社会」を実現する
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交通事故の防止と被害軽減の必要性

○ 交通事故は、被害者はもとよりその家族、更には加害者やその関係者までも苦しめる「人災」である

○ 交通事故の発生を防止すること、事故が発生してもその被害を軽減することは、直接的には、人命を救い、被害者の負
傷の程度を軽減し、間接的には、交通事故にともなう経済的な損失や自賠責保険料の低減にもつながるものである

○ 何より、交通事故の発生を防止し、究極的には、交通事故ゼロを目指し、将来にわたり、全ての自動車ユーザーが安全・
安心に運転できる「クルマ社会」の実現を目指す

被害者・遺族の苦しみ

加害者・関係者の苦しみ

経済的な損失
自賠責保険の低減

交通事故
（クルマ社会の負の側面）

究極的には、交通事故ゼロ

全ての自動車ユーザーが安全・安心に
運転できる「クルマ社会」

交通事故の防止
被害の軽減

「人災」の低減



歩行中

8,065 

自転車乗車中

7,461 

自動車乗車中

8,408 

自動二輪車

乗車中

4,409 

原付乗車中

3,625 

その他, 57 

交通事故の現状と削減目標

令和２年においても、30万件超の交通事故が発生し、死者数は2,839人、重傷者数は27,774人にのぼる
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交通事故の現状と削減目標

○ 交通事故の発生件数、死者数、負傷者数はいずれも近年減少傾向にあるが、令和2年においても、30万件超の交通事故
が発生し、死者数は2,839人、重傷者数は27,774人にのぼる

○ 交通事故による死者、重傷者の半分以上は、歩行者又は自転車乗員といった交通弱者である

○ 政府が定める第11次交通安全基本計画（令和３～７年度）では、死者数を2,000人以下、重傷者数を22,000人以下と
する目標が掲げられている

令和２年の発生状況
第１１次交通安全基本計画
（令和３～７年度）

交通事故件数
（人身事故）

30万9,000件 －

死者数
（24時間以内死者数）

2,839人 2,000人以下

重傷者数 27,774人 22,000人以下

重度後遺障害者数 1,655人 －

交通事故の発生状況と削減目標 死者数・重傷者数の状態別内訳（令和元年）

歩行中

1,176 

自転車乗車中

433 

自動車乗車中

1,083 

自動二輪車

乗車中

361 

原付乗車中

149 
その他, 13 

重傷者数死者数



車両の安全対策と事業用自動車の安全対策

国土交通省では、車両の安全対策と事業用自動車の安全対策について目標を定め、実施している
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車両の安全対策と事業用自動車の安全対策

○ 政府は、交通安全基本計画に基づいて、「人」、「道」、「車」の各側面から交通安全対策を推進

○ このうち、「人」、「車」の対策では、自動車ユーザー自身がより安全な車を選択すること、自動車を安全に使用すること等、
自動車ユーザー一人一人の取組みを促すことが重要。

○ 国土交通省では、交通安全基本計画に基づき「車両の安全対策」と「事業用自動車の安全対策」について、それぞれ、目
標を定め、実施することにより、交通事故の削減を図っている。

車両の安全対策と目標 事業用自動車の安全対策と目標

①24時間死者数225人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ

②重傷者数2,120人以下

③人身事故件数16,500件以下

④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞

＜各業態の個別目標＞

【乗合バス】 車内事故件数85件以下

【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下

【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下

【トラック】 追突事故件数3,350件以下

事業用自動車総合安全プラン2025
（計画期間：令和３～７年度）

【短期・中期的視点】
死亡・重傷化リスクが高い場面に対し、より高度な安全運転支援技術の
開発、実用化、普及、適正利用等を加速

【長期的視点】
2035年頃までに、自動車技術により対策が可能であるものについて、
新たに市場に投入される車が原因となって引き起こされる死亡事故をゼ
ロとすることを目指す

【対策の柱】
・ 歩行者・自転車等利用者の安全確保
・ 自動車乗員の安全確保
・ 社会的背景を踏まえて重視すべき重大事故の防止
・ 自動運転関連技術の活用・適正利用促進

交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会報告書
（計画期間：令和３～７年度）



交通安全を取り巻く環境変化と課題① （高齢運転者による事故、健康起因事故）

高齢化の進展に伴い高齢運転者は増加傾向。高齢運転者による交通事故の防止が課題。また、運転中の健康
異常に起因する事故への対応も必要
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高齢運転者による事故、ドライバーの健康起因の事故

○ 70歳以上の高齢運転者が増加傾向。この傾向は、高齢化の進展により今後も続くものと考えられる
○ 75歳以上の高齢運転者が第一当事者（責任割合が大きい者）である交通死亡事故を人的要因別に見ると、「操作不適」

の割合が最大である
○ ドライバーの運転中の健康起因の事故も発生しているが、健康管理を適切にすることで低減することは可能である

（万人）

205 220 234 248 256 267 282 304 319 337 354
119 131 141 155 169 180 196 209 221 227 229

0
100
200
300
400
500
600
700

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

75歳以上及び80歳以上の運転免許保有者数の推移

■ 75歳～79歳

■ 80歳以上

75歳以上高齢運転者による交通死亡事故の人的要因別比較（令和元年）

0 5 10 15 20 25 30

操作不適

安全不確認

内在的前方不注意（漫然運転等）

外在的前方不注意（脇見等）

判断の誤り 7%（30件）

9%（36件）

18%（72件）

23%（94件）

28%（111件）

このうち
・ ハンドルの操作不適

13.7％ （55件）
・ ブレーキとアクセルの

踏み間違い 7.0％ （28件）

事業用自動車の運転者の運転中の健康異常に起因する事故

心臓疾患（心筋梗塞、心不全等）
２７５人,１５％不明

３５１人
１９％

その他
７４４人
３９％

脳疾患（くも膜下出血、脳内出血等）
２５３人,１３％

大動脈瘤及び解離 ６５人,３％

呼吸器系疾患 １１６人,６％

消化器系疾患 ８７人,５％

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

健康起因事故を起こした事業用自動車の運転者の疾病別内訳（平成25年～令和元年）

（件）
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■ 衝突・接触がなかったもの （乗務の中断等）
■ 衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの （物損事故等）
■ 衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの （人身事故）
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交通安全を取り巻く環境変化と課題②（自動車技術の高度化とモビリティの多様化）

自動運転など自動車技術の高度化が急速に進展。また、生活・移動様式の変化に伴い、新たなモビリティの登
場など道路交通も変化。
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技術の高度化とモビリティの多様化

○ 自動車技術の進化により、衝突被害軽減ブレーキ、車線維持支援等の運転支援技術が急速に普及するとともに、その先
には、自動運転の実現が見据えられている

○ アフターコロナの生活・移動様式の変化に伴い、電動キックボード等のパーソナルなモビリティや、自動・非接触による輸
送を可能とする「自動配送ロボット」等の普及により、今後道路交通が変化する可能性

○ 安全・安心を確保するためには、自動車ユーザーがこれらの技術の進展や道路交通の変化に適切に対応するとともに、
子供や高齢者、障がいを有する方を含む全ての道路利用者にも配慮した環境整備が必要

運転支援技術の急速な普及

95.8%

90.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突被害軽減ブレーキ

ペダル踏み間違い

急発進抑制装置

新車乗用車への搭載率の推移

自動運転技術の進化 新たなモビリティの登場

電動キックボード

歩行領域EV

シニアカー

小型配送ロボット

トラックの隊列走行

自動運転車（レベル３）



交通事故の発生防止と被害の軽減のために①（安全な自動車の開発・普及の促進）

先進的な安全技術の活用により事故防止・被害軽減を図ることが可能となっている。これら技術の普及のた
め、自動車ユーザーによる安全な自動車の選択と自動車メーカーによる開発を促進することが重要。
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安全な自動車を普及させる

○ 更なる交通事故の削減のためには、交通事故の防止と被害の軽減に資する先進的な安全技術の開発・普及がカギ

○ そのためには、自動車ユーザーによる安全な自動の選択と、自動車メーカーによる安全な自動車の開発を促進すること
が重要

○ また、自動運転車や電動キックボード等の新たなモビリティの登場により、「新しい交通事故」が発生するおそれ。

○ 複雑化する交通事故を事故の背景を含めて原因を適切に分析し、対策に生かしていくことが重要

自動車の安全性能の「見える化」 先進的な安全技術の普及促進 交通事故分析の高度化

【運転支援機能使用中の交通事故（2018年）】

高速道路で「運転支援機能」を作動中の車両
が、別事故で佇立していたバイクのライダーに
衝突。ライダーが死亡。加害車両は加速して前
方車両に衝突。運転者は居眠りをしていた。

自動車アセスメント

ドライバー異常時対応システム

歩行者検知型衝突被害軽減ブレーキ



交通事故の発生防止と被害の軽減のために②（安全な使用の確保、医療との連携）
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自動車を安全に使う、事故が発生しても命を救う

○ コネクテッド機能を有するドライブレコーダーを活用した「見守り」機能、デジタル式の運行記録計、遠隔で運転者の状態
を確認する装置などデジタル技術の活用により自動車の安全な使用を確保・向上させることが重要

○ 事業用自動車については、１台当たりの走行距離が長く、また、事故時の加害性が大きいため、安全な運行体制の確保
を含め、重点的な対策が必要

○ 事故発生時には 「事故自動通報システム」等を活用して、迅速な救急搬送を行うことが人命救助、被害の軽減に効果的

デジタル技術の活用等により自動車の安全な使用を確保・向上させることが期待されている。また、万が一、
交通事故が発生した場合にも、医療との連携により、命を救うことが効果的。

コネクテッド機能を活用した「見守り」 運行管理の高度化 事故自動通報システム

ドクターヘリ

救急車

（出展）HELPNET ホームページより

生体情報
計測

乗務前後の点呼

車両挙動
生体情報

運行中

AI
分析・判断

改善連絡
未然防止

運行管理者

異常検知
(リアルタイム)
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３．今後の自動車事故対策勘定積立金の推移



今後の自動車事故対策勘定積立金の推移見込み
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積立金残高

（億円）

歳出をR3予算と同規模で想定。繰戻しは毎年度、４７億円が継続すると仮定。不足額は積立金の取崩しで賄う場合

・ ・ ・

1,000億円を
割り込む

（※）制度改正により自動車事故対策勘定の積立金が形成された時点の残高。この時点における一般会計への繰入残高を除く。

（※）

今後考慮すべき要素

療護センターの老朽化対策等
（抜本的改修を行う場合は数十億円の費用を要する可能性）

今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会で
取りまとめた施策の実施

＋

施設の自然災害への備え、技術革新への対応など

？


